
第５節 みんなで共に学び共に楽しみ紡ぎ合うまち

未来を担う子どもたちの教育の充実

【現状と課題】

○学校教育において、課題への対応力、コミュニケーション（伝達）能力、社会性・集団

性の養成など豊かな人間性と国際感覚・情報化など、時代に即した知識や技術を有する

児童・生徒を育成していくことが必要です。

○保育所・幼稚園・認定こども園・小学校・中学校の相互連携を深め、心豊かでたくまし

く生きる力を備えた子どもたちを育てる教育プログラムの展開が必要です。

○一人ひとりを大切にする特別支援教育の推進が重要です。

○学校が家庭、地域との連携を深め、一体となって児童・生徒の安心安全を確保するとと

もに健全な心身を育む必要があります。

○高齢者の豊富な知識・経験を活かした体験学習や、地場産業や地域文化を学ぶ学習を取

り入れるなど、児童・生徒に郷土愛と地域の一員として自覚を育む必要があります。

○不登校児童・生徒が社会的に自立できるようにするため、児童・生徒のみならず、その

保護者等との信頼関係を構築するとともに、支援のニーズを的確に把握し、個々の児童・

生徒の要因に応じた効果的な支援を行う必要があります。
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施策の体系

施策 実施施策 主要事業

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
教
育
の
充
実

教育内容の充実

学びの連続性の重視

心の教育と命の教育
の推進

特別支援教育の充実

教育環境の整備

家庭との連携

地域における学習の
場の創出

不登校児童生徒対策

確かな学力の充実

体験学習、地域学習の充実

体力向上の推進

情報教育の充実

英語力の向上とグローバルな人材の育成

職員の資質の向上

幼保こ小連携の充実

小中連携の充実

体験学習の推進

道徳教育の確立・充実

特別支援教育の充実

学校施設・設備の計画的な整備

PTAや地域との連携による学校施設通学
路などの安全点検

コミュニティスクール（学校運営協議会
制度）の推進

家庭教育の推進のための工夫

放課後子ども総合プランの確立・充実

不登校傾向児童生徒への総合支援

居場所づくり支援強化
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【計画の具体的な目標と内容】

１　教育内容の充実 …………………………………………… 〔主な担当課：学校教育課〕

（１）確かな学力の充実

学習・生活目標を掲げ、児童生徒の意識を高め確かな学力向上を図ります。

（２）体験学習、地域学習の充実

地元の方の豊富な知識や経験を活かした体験学習や、地場産業・地域文化を学ぶ地域学
習を地元高校や大学等と連携して推進します。

（３）体力向上の推進

地域の特性を重視した食育の推進と、子供たちの心身の健康と体力を育む教育の充実を
推進します。

（４）情報教育の充実

情報教育推進のための環境整備を推進し、ICT利活用における教職員の資質の向上を図
ります。

（５）英語力の向上とグローバルな人材の育成

国際理解を深める教育を推進し、コミュニケーション能力の向上を図って国際化社会に
対応できる児童生徒の育成に努めます。

（６）職員の資質の向上

教育研究会活動や各種研修を、佐賀大学を始めとした教育研究機関等と連携して充実さ
せ、互いに切磋琢磨しながら教師力の向上に努めます。

２　学びの連続性の重視 …………………………………… 〔主な担当課：学校教育課〕

家庭と地域と幼保こ小中高などの教育機関が、お互いの役割を補いながら連携を図り、
子どもの成長を見守り育てていく、０歳から18歳までの学びの連続性を重視する体制を
推進します。
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（１）幼保こ小連携の充実

小学校教育と保育幼稚園等の教育が円滑に繋がるよう、情報交換や授業参観を積極的に
行います。

（２）小中連携の充実

小中学校間での教職員の連携や共同での研究活動により、義務教育９年間を一つの繋が
りと捉えた、教育の連続性を重視し連携を深めます。また、体験入学の実施などにより、
小学校から中学校への進学における、いわゆる中１ギャップの解消を目指します。

３　心の教育と命の教育の推進 …………………………… 〔主な担当課：学校教育課〕

（１）体験学習の推進

ふれあい体験を通して、命の尊さや生命の素晴らしさを実感する命の教育を推進します。

（２）道徳教育の確立・充実

新しい教科となる道徳の授業を確立し、人間としてよりよく生きていく力である道徳的
実践力を身につけ、他人に思いやりをもった自主的な行動ができる児童生徒を育みます。

４　特別支援教育の充実 …………………………………… 〔主な担当課：学校教育課〕

（１）特別支援教育の充実

特別支援教育体制の充実と、教職員全体の理解と資質の向上を図ります。個人に応じた
適正な就学支援を行います。

５　教育環境の整備 ………………………………………… 〔主な担当課：学校教育課〕

（１）学校施設･設備の計画的な整備

長期的、計画的な学校施設や設備の更新を図っていきます。

（２）PTAや地域との連携による学校施設通学路などの安全点検

PTAや地域の各種団体との連携による、学校施設や通学路などの安全点検を計画的に実
施して改善してゆきます。
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（３）コミュニティスクール（学校運営協議会制度）※71の推進

未来を担う子供たちの豊かな感性の成長を図るために、地域やPTA、地元教育研究機関
等と地域ぐるみで取り組む、コミュニティスクールの推進を行います。

６　家庭との連携 ……………………………………………… 〔主な担当課：学校教育課〕
（１）家庭教育の推進のための工夫

家庭における基本的な生活習慣を身につけるよう学校と家庭との連携を深めます。

７　地域における学習の場の創出 ………………………… 〔主な担当課：生涯学習課〕

子どもたちの心身の育成を図るために、学校や地域、家庭と協力し，地域における学習
の場を提供するための体制づくりを進めます。

（１）放課後子ども総合プラン※72の確立・充実

子どもたちに、地域の中で様々な経験を通した学習の場を提供するために、学校や地域、
家庭と協力し、地域の人たちとのコミュニティを形成できる体制づくりを進めます。

８　不登校児童生徒対策 …………………………………… 〔主な担当課：学校教育課〕

（１）不登校傾向児童生徒への総合支援

小中学校にスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーを配置するとともに、
支援する関係者の連携を強化し、不登校傾向の児童生徒への関わりあいを深めます。

（２）居場所づくり支援強化

不登校傾向の児童生徒を支援し、学習の場所を確保して環境の充実に努めます。
①学校内での居場所づくり ②適応指導教室※73の設置

※71	 コミュニティスクール（学校運営協議会制度）……教育行政が自らの所管の公立学校の運営
や改革について手が回らないところを、地域住民に積極的にかかわってもらって運営の一部
を任せる形態の学校のことである。

※72	 放課後子ども総合プラン……共働き家庭の「小１の壁」を打破するとともに、次代を担う人
材を育成するため、文部科学省と厚生労働省が協力し、一体型を中心とした放課後児童クラ
ブ及び放課後子供教室の整備を進め、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様
な体験・活動を行うことができる場を計画・整備するもの。

※73	 適応指導教室……心理的、情緒的理由により登校できない状態にある児童生徒に対して、
個別や小集団での相談、指導を行い、自立を促しながら集団生活に適応する力を育み、学
校への早期復帰や社会性を育成する場所。
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主な成果の目標指標

項 目 単 位
平成28年度

（2016年度）
〈実績〉

平成34年度
（2022年度）

〈目標〉

平成39年度
（2027年度）

〈目標〉

コミュニティ
スクール実践校 校 0 2 全校

地元大学等との
連携事業の取組 件 0 2 4

協働による推進体制

住民の役割

◦家庭における基本的な生活習慣、しつけを身につけさせます。

地域・団体・企業の役割

◦子どもの健全育成を支援します。
◦体験学習、地域学習の推進を支援します。
◦子どもの安全確保、犯罪防止に努めます。

行政の役割

◦子どもたちの教育の充実に努めます。
◦子育て支援機能の充実に努めます。
◦学力向上、学習の基礎・基本の徹底など、各種教育内容の充実に努めます。
◦心と命の教育を推進します。
◦学校、保育所など、地域が一体となって連携し、子育てを推進します。
◦特別支援教育を充実します。
◦教育環境を整備します。
◦不登校児童生徒への支援を強化します。
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輝いた人生を送る文化・スポーツの推進

【現状と課題】

○少子高齢化、高度情報化、国際化へと社会が目まぐるしく変化する中で、生涯にわたっ

て豊かに生きていくために、生涯学習・スポーツの必要性が大きく注目されており、特

色ある学習プログラムの構築と更なる情報発信が必要です。

○一人ひとりの学習意欲の高まりや交流を深めることは、町全体の魅力づくりにも繋がる

ことから、より多くの住民が参加できる学習機会の拡充を図ることが重要です。

○自発的な町民によるまちづくりへの参画につなげるため、地区公民館等と連携した交流

の場の創出が必要です。

○少子高齢化社会に対応した、生涯学習施設やスポーツ施設、文化施設などの拠点整備、

機能充実が必要です。

○町内各地に伝えられてきた民俗行事や伝統芸能など、地域独自の伝統文化を後世に受け

継いでいくことが大切です。
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施策の体系

施策 実施施策 主要事業

輝
い
た
人
生
を
送
る
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

生涯学習・生涯スポー
ツの推進体制の充実

特色ある多様な学習
プログラムの策定

関係機関・関係施設と
の連携

施設整備の充実・有
効活用

文化のまちづくりの
ための方策

人材登録制度の充実

各種団体との連携

情報発信の充実

住民ニーズの把握

独自プログラムの企画立案

各種スポーツ教室等の開催

学習団体やサークル（同好会）、高等教育
機関・社会教育関係団体との連携

地区公民館など地区施設との連携

図書館機能の充実

体育施設等の有効活用・充実

歴史と文化の森公園の有効活用

伝統文化・地域文化の継承・活用

115

第
２
章
　
基
本
計
画



【計画の具体的な目標と内容】

１　生涯学習・生涯スポーツの推進体制の充実 ……… 〔主な担当課：生涯学習課〕

だれもが、いつでも、どこでも生涯にわたって学習できる充実した生涯学習・生涯スポ
ーツのまちを実現するために、総合的な推進体制を確立し、広く情報発信できる体制の充
実を図ります。

（１）人材登録制度の充実

地域の様々な知識・技術を持った人材を生涯学習及び生涯スポーツのプログラムに活用
していくための登録制度を充実させ、学習者のニーズに簡単、迅速、そして的確に情報を
提供できるようなシステム化を図ります。

（２）各種団体との連携

体育協会や文化協会、各種団体の活発な活動を支援し、組織の充実を図ります。

（３）情報発信の充実

多様な情報ツールを利用し、生涯学習・生涯スポーツの情報発信を充実させ、町民の参
加を促します。

２　特色ある多様な学習プログラムの策定 …………… 〔主な担当課：生涯学習課〕

有田町の地域特性を生かした特色ある多様なプログラムの整備と提供を行います。

（１）住民ニーズの把握

住民の学習ニーズに応えるため町で開催する講座やスポーツイベントなどの機会を利用
してアンケート調査を実施し、意見要望について把握します。

（２）独自プログラムの企画立案

国際化や環境学習など社会環境に即応した学習プログラムや焼き物、農業などの地域特
性に関する学習プログラム、高等教育機関との連携による専門的かつ高度な学習プログラ
ム、それぞれの年齢に対応した学習プログラムなどを企画立案します。
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（３）各種スポーツ教室等の開催

総合型地域スポーツクラブ※74の育成や各種スポーツ教室などの充実を図り、スポーツ・
レクリエーションを通した健康づくり、生きがいづくりを推進します。

３　関係機関・関係施設との連携 ………………………… 〔主な担当課：生涯学習課〕

住民の学習団体やサークルとの関係を強化し、住民主体の学習活動の活発化を図ります。
また、大学などの高等教育機関との連携によるプログラムの充実を図り、施設運営におい
ての住民と行政の協力体制を強化します。

（１）学習団体やサークル（同好会）、高等教育機関・社会教育関係団体との連携

日頃活動を続けている学習団体やサークルと行政が連携して、より多くの住民が参加で
きる機会の拡充を図ります。また、高等教育機関・社会教育関係団体との連携により、専
門的な知識や高度な学習プログラムの提供を行います。

（２）地区公民館など地区施設との連携

各地区の公民館などを積極的に利活用して学習の場の確保を図ります。また、その地区
での世代を超えた交流の場の確保も図ります。

４　施設整備の充実・有効活用 …………………………… 〔主な担当課：生涯学習課〕

生涯学習施設や生涯スポーツ施設、文化施設などの拠点施設の設備充実、機能強化を図
ります。

（１）図書館機能の充実

図書システムの有効な活用により、利用者からの予約・リクエストに応えるとともに、
東西図書館が１つの図書館として機能するよう図書の選択、蔵書、サービスを調整し利便
性を高めていきます。

※74	 総合型地域スポーツクラブ……主にヨーロッパ諸国などに見られる地域のスポーツクラブの
形態で、地域において、個人や家族、子供から高齢者、障がい者までを含む、様々なスポー
ツを愛好する人々が参加できる総合的なスポーツクラブのことであり、地域住民のスポーツ
活動の拠点となるクラブのこと。何種類かのスポーツを自分の身近な地域の拠点施設で行え、
地域に住むだれもが会員になれ、運営経費は基本的に会員の会費で賄う。
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（２）体育施設等の有効活用・充実

国民体育大会の開催を見据えたうえで、体育館、運動施設の改修・修繕・統廃合を含め
た計画を策定し、計画的に充実を図ります。

（３）歴史と文化の森公園の有効活用

焱の博記念堂をより多くの町民が参画し、文化の伝承、育成の場として活動できるよう
指定管理者などと連携して体制づくりを進めます。また、施設の修繕・更新等を行い長寿
命化を図っていきます。

５　文化のまちづくりのための方策 ……………………… 〔主な担当課：生涯学習課〕

有田町に残る伝統文化や地域文化の保護と将来の世代への伝承に向けて取り組みます。

（１）伝統文化・地域文化の継承・活用

浮立、逃げ餅、七福神、蛇踊り、車おろしや十八夜など、各地区・各地域の独自の民俗
行事や伝統芸能などを継承及び活用するため、各種団体との連携により、後継者の育成強
化を図ります。

主な成果の目標指標

項目 単位
平成28年度

（2016年度）
〈実績〉

平成34年度
（2022年度）

〈目標〉

平成39年度
（2027年度）

〈目標〉

貸出図書数 千冊 92 93 94

講座受講者数 人 684 700 720

各種サークルな
どへの参加人数 人 740 760 780

118 119

第
２
章
　
基
本
計
画



協働による推進体制

住民の役割

◦生涯にわたる学習への意欲を高め、学習成果を積極的にまちづくりに活かします。
◦伝統文化や地域文化の保護に努めます。

地域・団体・企業の役割

◦連携・協力して多くの町民が参加できるための専門的な知識や、高度な学習プログラ
ムの提供を行います。

◦協力して地域のコミュニティの場の整備に取り組みます。

行政の役割

◦特色のある多様な学習プログラムの整備と情報発信の充実に努め、多くの町民が参加
できるよう取り組みます。

◦地区公民館などの関係施設と連携し、交流の場、学習の場の確保を図ります。
◦拠点施設の設備の充実、機能強化を図ります。
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文化財や伝統的建造物群の保護と活用

【現状と課題】

○有田町内には、国、県、町指定の史跡をはじめ、多くの古窯跡や建造物が残っており、

これら各種文化遺産の保存が重要です。位置付けを明確にし、それらを有機的に連携し

て相乗的な付加価値の創出が必要です。

○文化財の開発等による喪失や盗掘等による破壊が懸念されています。これらを防止する

よう、監視体制の充実が必要です。

○重要伝統的建造物群※75では空き家の増加、住民の高齢化による維持、管理の難しさな

どが深刻な問題となっています。これらを文化財としての保護に止まらず観光資源とし

て活用し、伝統的建造物群保存地区を中心とした地域の活性化を図る必要があります。

○有田町に所在する文化財の歴史的価値の認識を高めるよう、町民はもとより広く周知を

図る必要があります。

※75	 重要伝統的建造物群……文化財保護法に規定する文化財種別のひとつ。市町村が条例など
により決定した伝統的建造物群保存地区のうち、文化財保護法第144条の規定に基づき、
特に価値が高いものとして国が選定したもの。
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施策の体系

施策 実施施策 主要事業

文
化
財
や
伝
統
的
建
造
物
群
の
保
護
と
活
用

文化遺産の調査と研
究

文化財の保護・活用

文化遺産の保護のための調査・研究

文化遺産の保護のための地域との協働に
関する調査・研究

古窯跡などの保護・活用

文化財監視体制の充実

景観形成地区の保護・活用

資料館・美術館・有田異人館等の有効活
用・充実

文化財普及活動の充実
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計画の具体的な目標と内容

１　文化遺産の調査と研究 …………………………………… 〔主な担当課：文化財課〕

文化財をはじめ、各種の文化遺産に関して、さまざまな角度から調査・研究を行います。

（１）文化遺産の保護のための調査・研究

町内に所在する有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建
造物群をはじめ文化遺産に関して、保護のための調査・研究を行います。

（２）文化遺産の保護のための地域との協働に関する調査・研究

各種文化遺産を保護・継承するため、地域や教育機関と行政が協働して調査・研究を行
います。

２　文化財の保護・活用 ……………………………………… 〔主な担当課：文化財課〕

文化財を後世に残し伝え、活用に努めます。特に、観光との連携に欠かせない伝統的建
造物群保存地区の保存・活用を積極的に推進します。

（１）古窯跡などの保護・活用

有田の窯業を象徴する古窯跡や各種遺跡を保護し、学習や観光などに寄与するため、各
種の整備を行うと共に、活用を図ります。

（２）文化財監視体制の充実

古窯跡の盗掘をはじめ、貴重な文化財の損壊を防止するため、文化財監視体制の充実を
図ります。

（３）景観形成地区の保護・活用

各種の文化遺産は、それが形成された文化的景観により結び付き、一体として有田らし
さを醸し出す源泉となっています。この価値の高い文化的景観を保護し後世に継承してい
くための啓発活動や、より景観の価値を高めるための電線地中化を促進し、住民の郷土意
識の高揚を図るとともに、観光資源などとしても効果的に活用することを目指します。
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（４）資料館・美術館・有田異人館等の有効活用・充実

歴史民俗資料館東館・西館、有田焼参考館、有田陶磁美術館、有田異人館などの展示施
設に関して、それぞれの特色を活かしつつ、地域の文化遺産の保護・活用を進め、有田町
の貴重な歴史の情報発信を行います。

（５）文化財普及活動の充実

町内外の人々に歴史的・文化的資産の価値を再認識してもらえるよう、積極的に情報発
信や啓発事業の充実を図ります。

主な成果の目標指標

項 目 単 位
平成28年度

（2016年度）
〈実績〉

平成34年度
（2022年度）

〈目標〉

平成39年度
（2027年度）

〈目標〉

伝統的建造物群の
修理・修景 件 114 128 140

協働による推進体制

住民の役割

◦文化財を大切にし、保護・伝承活動に参加します。

地域・団体・企業の役割

◦地域の文化財に興味を持ち、保護・活用に協力します。

行政の役割

◦文化財の保護・活用を推進します。
◦文化財に関する情報発信や啓発活動の充実を図ります。
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